
- 1 - 

 平成２９年第５回平取町議会臨時会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 おはようございます。ただいまより平成２９年第５回平取町議会臨時会を開会

します。直ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議は成立

します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、１番松澤議員と２番松原議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、本日議会運

営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員

長より報告願います。１０番四戸議員。 

１０番 

四戸議員 

１０番四戸です。本日招集されました第５回町議会臨時会の議会運営等につき

ましては、本日開催いたしました議会運営委員会におきまして協議し、会期に

つきましては本日５月２６日の１日間とすることで、意見の一致をみておりま

すので、議長よりよろしくお諮りをお願いいたします。 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日１日間とすることに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日１日間と決定しました。 

日程第３、議案第１号権利の放棄についてを議題とします。提案理由の説明を

求めます。税務課長。 

税務課長 議案第１号権利の放棄についてご説明申し上げます。議案書１ページをご覧く

ださい。町の有する権利を放棄することについて、地方自治法第９６条第１項

第１０号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。今回の権利放棄

につきましては、同一人における同一債権が１００万円を超える債権について

放棄しようとするものであります。それでは、債権放棄の詳細につきまして、

ご説明いたしますので２ページをご覧ください。債権につきましては、住宅改

良資金貸付金元利収入の債権で２名の債務者の債権について放棄をしようとす

るものであります。債権放棄額につきましては、２０件の債権で総額４３５万

５９８４円となっております。３ページをご覧ください。債務者１の債権につ

きましては、昭和６２年度に貸付金６２０万円の元利金のうち、平成１７年か

ら平成２４年度までの債権額２１０万７７５４円につきまして、債権放棄をし

ようとするものであります。次に、債務者２の債権につきましては、平成３年

度に貸付けをした６４０万円の元利金のうち、平成１７年度から平成２８年度

までの債権額２２４万８２３０円につきまして、債権放棄をしようとするもの

であります。次に、債権を放棄する理由についてですが、債務者１の債権につ

きましては、債務者は平成２６年１０月に死亡しており、法定相続人は相続放
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棄をしている状況にあります。町は、平成２８年６月に地方自治法施行令第１

７１条の２の規定による担保権の実行として札幌地方裁判所に対し、競売の申

し立てを行い、１１２万円の債権回収となったわけですが、残債務については、

今後も回収の見込みがないことから、債権を放棄するものであります。債務者

２の債権につきましては、債務者は生活保護法の規定による保護を受け、資力

の回復が困難な上、さらに長期療養を重ね、平成２８年６月に死亡しておりま

す。平成２８年７月には法定相続人からの申し出により担保となっている家屋

の任意売却を行い、債権の一部、５０万円を回収いたしましたが、残債務につ

いては、今後も回収の見込みがないことから、債権を放棄するものであります。

また、債務者１及び債務者２における債権の連帯保証人への履行請求につきま

しては、長期にわたり督促、催告等の請求がなされておらず、このような場合、

連帯保証人への請求を長期放置すると、その請求ができなくなるとの最高裁等

の判例があることから、連帯保証人につきましても、履行の請求ができず、今

後も回収の見込みがないことが認められ、債権を放棄するものであります。な

お４ページから５ページまでの私債権放棄調書につきましては、それぞれの債

権について、ご説明申し上げましたことの基本情報となっておりますので、説

明は省略させていただきます。以上、地方自治法第９６条第１項第１０号の規

定に基づく権利の放棄についての説明を終了いたします。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。６番藤澤議員。

６番 

藤澤議員 

６番藤澤です。ただいまの説明におきまして、ほぼ、理解はしたところであり

ますが、この放棄の議件、議決前と言いますか、あるいは議決後、連帯保証人

に対しての説明方は、行われているのでしょうか、またするのでしょうか伺い

ます。 

議長 藤澤議員。 

６番 

藤澤議員 

質問を言いかえます。私の質問もちょっと半分間違ってたかなと。議会前、今

の上程前については私どもるる数年にわたって説明を受けていたところであり

ますので、わかっているという私の認識でございますが、この議決された後に

は、こうなりましたよという、連帯保証人さんに対しての何らかの説明なりが

あるものなんでしょうか。 

議長 税務課長。 

税務課長 お答えいたします。債務者１、債務者２の連帯保証人それぞれ２名おりました

が、既に連帯保証人につきましては死亡されているということで、特に議会の
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議決後の報告ということはできないということになります。 

議長 藤澤議員。 

６番 

藤澤議員 

藤澤です。ということは、今後このご家族に対してもそういうことはないと。

これで全て放棄決着ということでよろしいんですか。 

議長 税務課長。 

税務課長 お答えいたします。法定相続人に関しましても、既に権利を放棄しているとい

うことから、特に議会の議決を得た後の説明、報告はいたしません。 

議長 ほかございますか。なければこれで質疑を終了します。次に討論を行います。

反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第３、議案第１号権利の放棄については原案のと

おり可決しました。 

日程第４、議案第２号平成２９年度平取町一般会計補正予算第１号を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 議案第２号平成２９年度平取町一般会計補正予算第１号につきましてご説明申

し上げますので、議案書６ページをお開き願います。第１条、歳入歳出予算の

補正でありますが、歳入歳出にそれぞれ４３２５万円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ６１億９９２５万円にしようとするものであります。第２項

におきまして歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出補正」によるとするもので

あります。また、第２条において地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によ

るとするものであります。それでは、歳入歳出事項別明細の歳出からご説明申

し上げますので、議案書の１１ページ上段をご覧願います。歳出１０款２項１

目過年発生林業施設災害復旧費１５節工事請負費１１３５万円の追加でありま

す。これは平成２８年８月の大雨による災害復旧工事に要するもので、排水側

溝土砂排土工事など町内１６か所の治山施設及び林道関係の単独災害復旧にか

かるものであります。次に下段１０款２項２目過年発生農業施設災害復旧費１

１節需用費、修繕料４００万円、１５節工事請負費２７９０万円、２目合計３

１９０万円の追加であります。修繕料４００万円は、排水路決壊、農地土砂排

土工事など、町内１０か所の維持復旧工事にかかわるものであります。工事請
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負費２７９０万円は、農地土砂排土、法面決壊など町内２９か所の単独災害復

旧工事にかかるものであります。歳出は以上です。一方、歳入につきましてご

説明いたしますので、１０ページ上段をご覧願います。科目は１８款１項２目

平取町財政調整基金繰入金１節平取町財政調整基金繰入金１５２５万円の追加

であります。これは、先ほど歳出１１ページでご説明いたしました農林水産業

施設災害復旧費に関して、対象となる起債を充当した上で、なお不足する財源

を財政調整基金に求めようとするものであります。次に下段２１款１項８目災

害復旧債１節農林水産業施設災害復旧事業債２８００万円の追加であります。

内訳は、過年発生林業施設災害復旧事業７３０万円、過年発生農業施設災害復

旧事業２０７０万円とするもので、起債充当率は６５％、元利償還額の約８０％

が交付税措置されるものであります。歳入歳出予算補正は以上であります。次

に８ページ、第２表地方債補正をご覧願います。第２表地方債補正は、起債の

目的、補正前と後の限度額、補正後の起債の方法、利率、償還の方法をそれぞ

れ明示したものであります。先ほど、１０ページでご説明いたしましたとおり、

本補正予算における起債の目的は、災害復旧事業で限度額を補正前の１５０万

円から２８００万円増額した２９５０万円にしようとするものであります。以

上、平成２９年度平取町一般会計補正予算第１号につきまして、ご説明いたし

ましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、議案第２号平成２９年度平取町一般会計補

正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第５、議案第３号工事請負契約の締結についてを議題とします。提案理由

の説明を求めます。建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

議案第３号工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。この工事につき

ましては、５月２４日に入札を執行しておりますが、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決を得ようとする

ものでございます。工事名につきましては、平取町国民健康保険病院敷地造成

工事であります。工事場所、沙流郡平取町本町６７番地１、工事概要につきま

しては、病院の敷地造成工、土工、プレキャストＬ型擁壁工、コンクリートブ

ロック積擁壁工、汚水排水工、各一式でございます。請負金額は５１８４万円。

請負契約者につきましては、沙流郡平取町本町４４番地、株式会社五十嵐工業、
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代表取締役五十嵐千津雄氏であります。なお、工期につきましては、平成２９

年１１月２２日であります。本工事における入札参加業者は、日新建設株式会

社、株式会社小林組、株式会社五十嵐工業、株式会社平村建設の４者でござい

ます。落札率につきましては９６．８％でありました。以上、ご説明申し上げ

ましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第３号工事請負契約の締結については

原案のとおり可決しました。 

日程第６、報告第１号放棄した債権の報告についてを議題とします。内容につ

いて説明を求めます。税務課長。 

税務課長 報告第１号放棄した債権の報告についてご説明いたします。議案書１３ページ

をお開きください。平取町債権管理条例第１４条第１項の規定に基づき、町の

債権を放棄しましたので、同条第２項の規定により議会に報告するものであり

ます。本条例に基づき、放棄をした債権については、同一人における同一債権

が１００万円以下の債権について放棄したものであります。１４ページをご覧

ください。生活保護要件による債権放棄でございます。この要件につきまして

は、生活保護法の規定による保護を受け、資力の回復が困難で、当該債権につ

いて履行の見込みがないと認められる債権について債権放棄をしようとするも

のであります。債権は排水処理施設使用料、６名の債務者で、２０件の債権１

５万９８００円。専用詮使用料６名の債務者で２０件の債権、４８万６７００

円、合計４０件の債権で６４万６５００円の債権放棄額となっております。な

お、債権放棄調書につきましては、それぞれの債権の基本情報となっておりま

すので、説明は省略させていただきます。続きまして１９ページをご覧くださ

い。時効要件による債権放棄でございます。この要件につきましては、消滅時

効にかかる時効期間が満了した債権でありまして、債務者の所在が不明、かつ

時効期間の経過した債権について債権放棄をするものであります。債権は専用

詮使用料で１名の債務者で６件の債権、合計７万８６９０円の債権放棄額とな

っております。続きまして、２１ページをご覧ください。強制執行等の要件に

よる債権放棄でございますが、この要件につきましては、担保権の実行などの

法的手段を尽くしてもなお回収できない債権について放棄をするものでありま

す。債権は住宅改良資金貸付金元利収入で３名の債務者で３件の債権、合計１
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０３万２４９２円の債権放棄額となっております。この３件の債権は担保物権

にかかる任意競売等による売却の全額を債務の弁済にあてた後の残債務につい

て債権を放棄するものでございます。次に、２３ページをご覧願います。徴収

停止要件による債権放棄でございますが、この要件につきましては、地方自治

法施行令第１７１条の５に規定する徴収停止の措置をとった債権について、１

年経過後もなお資力の回復が困難で履行の見込みがない債権について放棄する

ものであります。排水処理施設使用料、１０名の債務者で１６件の債権、合計

９万１２５０円の債権放棄額となっております。条例に基づく債権放棄額合計

は、債務者２６名、債権６５件、総額１８４万８９３２円となっております。

以上で債権管理条例に基づく放棄した債権の報告について説明を終了いたしま

す。 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。以上で日程第６、報告第１号放棄した債権の報告につい

てを終了します。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案３件で原案可決３

件、報告１件となっております。以上で全日程を終了しましたので、平成２９

年第５回平取町議会臨時会を閉会します。ご苦労さんでございました。 

（閉 会 午前 ９時５１分）


